
 

新旧対照表（建築物における給水施設の維持管理要領） 

新 旧 

（前略） 

 

別表２ 

 

水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号） 

(最終改正：令和 ７ 年環境省令第19号) 

 

 

（前略） 

 

別表２ 

 

水質基準に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１０１号） 

(最終改正：令和 2 年厚生労働省令第 38号) 

 

 

 

（略）

（新設） （新設） （新設） （新設）

20～51 （略） （略） （略）

備考項目名 基準値

1～19 （略） （略）

項目名 基準値 備考

21～52 （略） （略）

1～19 （略） （略）

20
ペルフルオロ（オクタン―１―スルホン酸）
（別名ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン
酸（別名ＰＦＯＡ）

0.00005mg/L以下

（略）

（略）

有機物質



 

  



 

  

 


